
新旧対照表 

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 
改正後 改正前 
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8536.50 

２．ミニレーダーＭＫ Ⅰ 

（省 略） 

 

 

１．第 85.34 項に分類される「印刷回路」の解釈について 

 

印刷技術等で作成された導体のみからなるもので、抵抗器等の部品を

取り付けることができない形状をしているものであっても、その導体の

形態（パターン）に鑑み、実質的に抵抗器等の受動素子が取り付けられ

ているものと同等の機能を有していると認められるもの（例えば、基板

上において導体が分岐していること等により、実質的に抵抗器が取り付

けられているものと同等の送電容量の調整機能を有していると認められ

るもの）は、第85.34項に属する。 

 

 

１．Scraper passage indicator 

（省 略） 
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8536.50 

２．ミニレーダーＭＫ Ⅰ 

（同 左） 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．Scraper passage indicator 

（同 左） 

  
 

（別紙） 


